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第１回専門部会における主な意見 

 
 
① やはり来てくれと上から言われて、仕方なしにしぶしぶ出しているというところが多いと思

います。 
  そうなってくると、目的は一体何なんだというのが後づけで出てきますから、当然のことな

がら、民間企業のほうもそれほど動機づけがなく、とりあえず行ってこいの世界になってくる

のではないかなと思うんです。その形で進んでいる限り、官民交流なんていうのは、形として

は動いているかもしれませんけれども、そもそも論として成り立たないと思います。 
官から民に来ると、何が目的ですかと。その方のキャリア形成の中で、要するに民に行くこと

によって、例えば民間企業というのは、サービスと言ったときに、お客様は神様ですの世界が

あるわけじゃないですか。それを実際にわかって、国民の皆さんがわかってやってほしいこと

を肌身に感じて帰っていただくのが目的だったら、そういう目的をきちんと説明しない限り、

置く部署も限られてきてしまうわけです。 
  制度論でいきましたら、例えば交流前と交流中と交流後と、どうフォローしたらいいのか。

何をすべきか、何を避けるべきか、そういった形でまとめてあげないと、民間企業にとっては

動機づけにならないと思います。 
 
② やはりトップマネジメントの意識ですとか、そういったもので本人の動機づけ、それからキ

ャリアにどう組み込んでやるかというのは、民から官に行くときの一番の大きなポイントです

ので、それが成り立っていないところでは、ただ出して帰ってきましたと。要するに事実だけ

で終わってしまいます。ただ、動機づけがちゃんとされているところでは、得るものというの

は非常に大きいのです。 
 
③ 本質的に交流というのはエキスパタイズと交換がない限りは絶対に成り立ちませんので、今、

関係業界と関係の役所との間でできないということを変えない限り、多分交流は増えないんだ

ろうと私のほうは思っています。 
  端的に言いますと、官から民へということで言えば、今事前規制から事後チェックといいま

すか、マーケットを監視しようという行政組織が増えているのですが、そこにマーケットを知

った人が１人もいないわけです・・・・実際のマーケットの監視をするのであれば、そこにい

た若い役所の方が何年かやはりそういった業界とか、企業とか、機関に入って経験をするとい

うようなことがあって初めて、行政に帰られてその仕事が本質的にできるようになるというこ

とを考えると、官から民も、民から官に行くときも、自分のいる業界の行政に対して実態はこ

ういうエキスパタイズが必要なんですよとかということを、やはり伝える役目で行かなかった

ら何のメリットもないと思います。 
 
④ 問題は民間企業側の発意に立つと、それによって自社がどのような評価を得るか、マスコミ

の批判を受けるか等々を非常に気にするという事実があると思います。 
  これは制度がこうなっていますから、運用がこうなっていますからという以前に天下りはよ

くない、官民癒着はよくない、これは言葉は正しいと思います。それと似たような行為をＡ社

がやっているではありませんかと、官民人材交流という名のもとに。ということを、マーケッ

トから排除されるという危険性を非常に感じながら今業務をやっているという現実はやはりあ

ると思うんです。 
  そこを、いろいろな制度が用意されていますから、こういう運用をしております、こういう

細かい制度がありますということを一々説明しなければいけない状況の中で、では民間企業は

やるかというと、必ずしもそういうリスクをとるほどメリットを感じていない中で、やはりこ

れは増えないのだろうなという気がします。 
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そこを実際にＰＲしていただかないと、民間企業はリスクはとらないと思います。民間企業が

一番おそれるのはマーケットから排除されることです。 
  そのようなことの中で、わざわざそういうことをやるのですかと。それは難しいなという気

はしますので、その辺の実際の、運用になるんでしょうか、その辺はやはりちょっと議論する

べきだろうし、整合性とおっしゃいました、整合性をとるところは絶対必要かなと思います。 
実は民から官への派遣の話で申しますと、そういう実績がある企業ほど非常に消極的なんで

す。これはなぜかということなんです。伝統的な企業、例えば経団連加盟企業、それから有名

な、そういう企業ほど実は消極的になっていくと。何代も派遣したところに出す。それはおつ

き合いでやっていますという話になってきて、そこがやはりこういう官民交流の限界だと思い

ます。 
 
⑤ 官から民、あるいは民から官にとか、促進のために企業が求める、民が求めるものはやはり

人的ネットワーク形成によって、将来のビジネスチャンスをどう拡大していくか、それ１点だ

と思います。・・・・・・・これは癒着の問題、解釈と非常にかかわってくると思うんですけれ

ども、その辺癒着の解釈はできるだけふわっとしたものにしておいてあげて、しかも厳格でな

いようにしてあげる必要があるのではないかというように思います。 
 
⑥ 入って３年から１０年以内の人が行って、ではその人たちが企業に帰ってどういうキャリア

を積んでいらっしゃるかというと、必ずしもそこに対して、前後関係で論理性が多分企業側で

ないわけです。 
  ２年か３年間の、自社で働いていらっしゃらない、ある意味で、あるマイナス期間というの

をどのようにキャッチアウトさせるかということが、やはり大きな問題意識じゃないでしょう

か。そうすると、やはりそれがなかなか厳しかったということがあるのかもしれません。 
  他方で、では個人個人に聞くと、いやあのときはいい経験になりましたということを言う人

もいます。いや、あのときは大変だったと言う人もいます。それはやはり個々人の差はあると

思うんです。行きたい人、やりたい仕事がはっきりしているという人をどう吸い上げてきて、

人事を通してうまく吸い上げていって官と交流させるとか、官側も、行きたい役人をどう吸い

上げるかとか、そういう仕組みというものがやはり必要なのかなと。 
  今、組織対組織でやるというよりは、そういう仕組みを地道に積み上げていくということが

実際の官民交流の拡大という意味においては必要かなと私は思います。 
 
⑦ 官民人事交流が、本当はどういう目的で始まったのかということを考えると、やはりこれを

することが国民にとって利益になるということだったと思います。ですから、こんなに苦労を

しながらそれでもやっていかなければいけないというからには、やはり最終的にはこれが国民

へのサービスの向上につながるというようなものでなければいけないと思います。 
  となると、どういう形の官民人事交流なら国民にとって利益になるかといいますと、私はや

はり非常に難しいかもしれませんが、同じような専門性を有している分野での交流ということ

だと思います。国民にとっては、やはり政策の質を高めていただきたいというのが一番だと思

います。政策の質を高めるために、官と民で交流し合って専門性を高め、情報交換をして、そ

してよりよい政策をつくっていくということだと思います。なので、ほんとうはこの分野で交

流をしたほうが官にとっても民間にとっても利益だし、国民にとっても利益だと思います。 
  ただ、そうなんですが、ここの部分が一番交流の難しいところでもあるわけでして、でも、

本当はそういう政策の質を高めるための官民交流って人事の交流だけではなくて、ほかの方法

ももちろんあるわけで、それでもそれ以上に人事交流で得られるものもあるというのであれば、

やはりこれを進めるために、非常に難しい部分ですが、ここの部分で交流がうまくいくように

しない限りは、だれにとってもあまりメリットがありませんし、苦労して人事交流をする意義

がないのではないと思います。 
  では、それもどういうふうに具体的に制度を設計していくのかというのが非常に難しいんで
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すが、何とか工夫をしていかなければいけないと思いますし、同時に、人事交流だけをうまく

するためにいろいろ制度を整えましても、やはり仕方がないと思います。これは同時並行的に

普段の政府と、それから民間との関係、入札にしろ何にしろ、人事の交流の部分だけすごくい

い制度にしているというのではなくて、普段の交流のあり方とか、政策を通してのつき合いの

あり方が、国民にとって非常に透明性の高いものとか、そういうふうに、言ってみれば全体を

変えていきませんと、これは癒着だというような非難をかわすことはできませんので、時間は

かかると思いますが、進めるのであればぜひこの一番難しいところに切り込んでいくべきだな

と思いました。 
 
⑧ 今回の国家公務員法の改正でも、人事の一環として再就職をさせていたというところを、個

人の能力と、それから適正に応じて再就職を判断して再就職をさせていこうというふうな考え

方に立って制度改正をしているんですけれども、そういったことをしていくときに、個人が自

分のキャリアをどうつくっていくのかということを公務員もより積極的に考えなければいけな

いんだろうと思います。 
  そういう中で、やはり現役のうちに民間での経験を自分で積極的に積もうとか、そういうよ

うな発想というのも今後出てくるのではないだろうかというふうなことを考えておりまして、

そういったときに、これはやはり組織と組織だけの交流ではありませんで、個人が手を挙げて、

積極的に自分のキャリアをつくっていこうということで民間に行けるような仕組みとかそうい

ったものというのも考えられないだろうかと思います。 
  非常に難しいです。人事課から言えば、そういうのはやめて行けということだったのかもし

れませんが、現実に今の雇用の流動性の状況から見ると、なかなかやめてまでは行けませんが、

自分のキャリアの中でそういう経験をしたいと、そういうような希望を生かせるような仕組み、

逆に民間企業の側の方もそういうふうな、自分のキャリアの中で公務で働きたいという方を、

そういう希望をかなえられるような仕組みというのが、そういう観点での検討というのも、１

つ考え方としてはあるのではないかと思います。 
 
⑨ 民間企業側の意識改革と申しますか、民間企業の社員においても役所に行きたいという人は

いるんです。だから、その人たちの声をどう吸収するかというのは、役人の方々と一緒だと思

うんです。ただ、それを人事部に対して、私は行きたいですと言うかといえば、必ずしもそう

じゃないと思います。 
  それがやはり、非常に民間企業の中で、とにかく民間企業というのはいい意味でも、悪い意

味でも自分が選んだ会社ですから、おそらくその中で自分のキャリアパスを形成しているはず

ですから、その中で不利益になるようなことについては、極力やはり個人的にもリスクは避け

たいだろうなというのはよくわかります。 
  ただ、そうはいっても、自分の視野を広げるとか、それから自分の関与している業務につい

て、政策的にどういう動きがあるかというのはやはり知りたいという意向も他方で持っている

わけですから、そういうことになってくると、官側の仕事につくということについては、いろ

いろ難しい問題があるにしても、やはり魅力的に感じることがあると思います。 
  そうすると、そういう人たちをどういうふうに吸い上げてくるかということが非常に重要か

なと思います。そのときに、会社の公式な人事部ですとか、あるいは上司ですとか、そういう

ところの意見と必ずしもこれは一致しないわけで、それで、そういうことを言った瞬間に人事

上のマイナスがついたら嫌だというのは、それはよくわかるリスクで、そこをどう吸収するか

というのは民側にとっても必要な議論だと思います。 
 
⑩ フリーエージェント制度というのは、私はこれから先導入されていい仕組みだと思いますし、

もっと人材の流動性を考えたときには必要だと思うんですけれども、ただ、第三者機関がやっ

たときに、どうやって彼らが戻ったときの身分を。要するにそれによって、もしかすると知ら

ない間にハンディキャップをしょっていると。それは絶対表に出てこないということも十分考
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えられますので、官民双方にとってそれを保障できるかどうか、そこが一番ポイントになって

くるのではないと思います。 
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① 一般企業の社員がどういう専門性を持っているかという情報はなかなかオープンにな

っていないのです。他方で公認会計士は公認会計士試験に合格しているということが一

つの専門性の証明になりますので、任期付職員の交流が進みやすいものと思われます。

企業では人事という組織を通さないとなかなか個人に行き着かないのです。その辺をう

まくブレイクスルーするようなかたちでのモデルができないかということがオープンモ

デルの前提にあった考えです。つまり、広く一般的な企業の職員が任期付職員になれる

ような、それも人事という組織を通さずに個人の希望を持った人達が入ってくるかたち

が出てくるうまいスキーム、仕組みが出来ないかということです。 

 

② オープンモデルは組織よりも個人のニーズに着目するということで、企業の人事が介

在するということもありますが基本的には公募制のようなものではないかと思います。

その場合、復帰を前提とする出向はむしろ減っていくのではないかと思います。企業の

人事戦略として出す場合は復帰前提というのはあると思いますが個人が会社の方針と関

係なく出ていくことが増えてきて、むしろ中途採用が増えていくのではないかと思いま

す。

 

③ 中央省庁改革とか規制改革で国に派遣されている者、さきほどのBモデル（特定プロジ

ェクトモデル）のタイプですが、その者に不満が多いということですが、民間企業内の

人事異動の場合は皆さん不満なくやっているということですか。不満があるないという

のは、そことの比較になると思いますが、よそに行っている人が不満だというのは、そ

の人に対する説明が不足しているから不満だというのか、あるいは、民間企業の中なら

ば、皆さんどこに配属されても満足だということなのかそこがよく分からないのです。

そこのところは、民間企業内での不満の発生の比率と比較しないと何ともいえないので

はないでしょうか。 

 

④ 民間は、数年前までは人余り感がありましたが、いまは仕事の量と人員にミスマッチ

が生じていて特に３０代前半は非常に重要な戦力（虎の子）であり、とてもじゃないが

人を出せないのです。特に金融機関がひどい状況で、９８年の破綻、公的資金投入の時

期にほとんど人を採用していません。その世代がちょうど勤続１０年前後を迎えている

ため、人がいないのです。 

 

⑤ オープンモデルは具体的にどういうものとして設計してどういう場合にうまくワーク

するのかということをもう少し考えないといけないと思います。…個人のインセンティ
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ブと企業のインセンティブは必ずしも一致しなくて個人のキャリアパスが上がるならば

企業を捨ててそちらに移ってしまいます。いわゆる往復切符をもらいながら帰りの切符

は使わないという人が出てくるかもしれません。公募制の場合にはそういうことも考え

なければならないと思います。また、必ず戻ってきて企業がその公募システムを使って

派遣するのでは、本人の不満が残る可能性があります。そこまで企業システム、官庁シ

ステムを変えられるのかどうか。オープンシステムにした場合、もう一つの前提として

当然のことながらマーケットが機能するわけですから、いまいる組織を離れても組織を

説得してでも交流先に行くというかなり強いインセンティブがないとマーケットそのも

のが成り立たなくなってしまいます。… 企業に行っている間の処遇でありますとか、

戻ってからの処遇でありますとか、どちらかというと官側はきてください、ただし給与

の差額は企業で持ってくださいということがあり、そのシステムを変えていきませんと

オープンシステムというのはなかなか動かないのではないかと思います。何人かは志を

持っていくかもしれませんが、きちっとしたかたちで官民交流を進めていくとなりまし

たら、もう一段そのオープンシステムのマーケットといいますかその仕組みといいます

のが必要なのではないでしょうか。そういたしますと企業側と官側の雇用の仕組みその

ものも少しいじらざるを得ないと思います。 

 

⑥ B モデル（特定プロジェクトモデル）は国での身分が非常勤国家公務員ですし、給与も

最大２００万円強程度と低いのです。それに対し国と１企業との調整となる A モデル（相

対・個社モデル）では、他の企業にも聞いてみましたが、交流法に基づくものが多いの

ではないかと思われます。企業に籍は残っているが給与は国の俸給表に基づく支給をさ

れています。非常勤国家公務員より給与は高いです。 

モデルを作るときには、どういう形態（非常勤、官民人事交流…）のものを推進するの

かをベースにしてそれとモデルを組み合わせていくということを考えなくてはいけない

と思います。

Bモデル（特定プロジェクトモデル）で国へ派遣している民間企業には、身分がなぜ非

常勤国家公務員なのか、給与が非常に少ないと若干の不満があります。

  民間にはいろいろなニーズがあるので必ずしもこのやり方がまずいというわけではな

いのですが、官民人事交流法に基づく職員として国に採用するかたちで給与を払ってい

ただくというかたちも少し混ぜて行かないといけないと思います。 

 

⑦ 官民交流の難しさは２つあります。１つは、専門性に関するところ、専門性がはっき

りしているところでは任期付職員として自由に渡り歩くことが出来ますが、官民交流拡

大の対象となっているのは、組織に付随した専門性をもっている人なのですね。そうな

ると組織が介在せざるを得ないのです。組織にとって交流のメリットがはっきりすると

癒着ということになるし、はっきりしないとまあ出したくないと、個人にとってもある
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人はメリットを感じますが別の人にとってはメリットを感じません。組織にとっても個

人にとっても交流のメリットを感じにくいというところが組織に付随する専門性という

ところから来ていると思います。 

  もう１つは、どういうところで交流するかというところですが…ルーティンワークの

ところで交流を拡大したいという風に受け止められます。日常業務のところで交流した

いということになりますと、そういう業務に従事して能力を高めたことになるのか、そ

れを企業がどう評価してくれるのかということになりますと非常に難しいと思います。

 

⑧ これまでの行革とかで官民交流を進めましょうという考え方の背景には管理部門に民

間の知恵を入れるというのがあります。どこまで入るかというのは検証された話ではあ

りませんが、そのため、そこの一般行政部門のところが全然変わらないというかたちだ

と提言をするのは難しいのかなと心配しております。 

 

⑨ 一般の管理部門というところも最近ニューパブリックマネジメントとかいわれて民の

いい点を官に入れます。一般に民間企業側が受け止めている官民交流の姿というのは実

はあまりそういうものではありません。逆に言えば役所側で一般行政部門、管理部門で

何を民間人に改革してほしいかというものをもう少し具体的な要件を出して、民間企業

側が持っている民間ノウハウらしきものがそれに対応できるかというものを情報として

マッチングするような場というようなものは必要なのかなという気はいたします。 

 

⑩ 民間企業では、一部門でずっとキャリアを積んで専門性が高まったからといって評価

されるかというと必ずしも評価されないのです。 変化に対応できる人間になるために

は部門をいくつか経験しなくてはいけないのです。それはキャリアパスの一つのプラン

なのですね。そういうなかに官民交流というのが位置付けられるようなそういう企業と

いうのが出てきています。そういう意味では民の中でも民の常識外での非常識というの

はあるから、お互いに自分のところが全てだと思っていますし、民にも官にもいいとこ

ろがあれば悪いところもあります。お互いにプラスになるような仕組みにしていかない

かぎり、民にとってもインセンティブになりませんし、官にとっても同じです。日本人

の民度をあげるといいますか、それと同時に労働の流動化というのをある程度やってい

きませんと今の日本は凝り固まってしまって外からの変化に対応できなくなってしまう

のではないかと心配しております。 

 

⑪ 最近、公の意識をもった民間人が増えてきています。一方、自分の持つ知識・経験で

企業価値を上げるという意識の人もおり、ある程度分かれてきております。民間企業側

でも人選をしっかりやらないとミスマッチが起きてしまいます。…人選については官民

双方が相当いろいろなことを慎重に考えて決めていかなければならないのです。
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⑫ 基本的に行革の流れからいうと官の体質を変えるというのがかなりねらいとしてあっ

たと思うんですね、その意味でいうと民間的な発想をいかに行政の世界に取り入れてい

くかというのが大きなねらいであったと思いますので、人事交流はいいんですけれども

民間の人が官に行って官のタイプに染まってしまって官の人が民にいって官の仕組みを

民間に教えるだけではあまり意味がありませんので、そこをむしろ逆のかたちでどうや

ってくるかといいますと、ある程度管理的なポジションにそれがどういうかたちで反映

されるかということでありますし、仮にそのいわばキャリアパスの中の一種の集中的な

トレーニングだとしますと長期的にそういうかたちがどう活かされていくかという、そ

の仕組みが組み込まれませんと、問題は数だけクリアしたという話ではないのかなとい

う気がします。…金融庁、特許庁もそうですが専門職の方が入ってきて数が増えている

とか、研究職の方が数が増えているというのは、はっきり申し上げていまの官のマネジ

メントの仕方の体質を変えるということになると本体の部分ではないのではないかなと

いう気がしております。それは数の上で仕分けをしておきませんとどちらかというと研

究職というのは官でも民であってもあまり関係なくていい研究条件があれば移っていく

というそういう世界であると思いますのでそちらのほうの数が大きくなるというのは研

究の世界での変化になると思いますが本来の意味での官民交流というのには必ずしも結

びつくとは限らないような気がいたします。…その辺の本来の官の部分と民の部分とい

うのをもう少し精密に見ていきませんと何か提言するというのも難しいのかなという気

がします。例えば国立大学の教授が経済財政諮問会議の委員をやっているとなぜか民間

委員になる、まあこれは法人化以前から民間委員なのですが、そこのところは民間のイ

メージと本来の官のイメージがずれているのですね。本来の官の部分をどうするかとい

うのが課題ではないかと思うのです。 

  

⑬ 官民癒着の批判が出ています。確かにそれは分かりますが企業としてはメリットがあ

りますのは官民癒着といわれている部分でして、そこが一番ネックになると思いますが、

具体的には官民癒着というのはどういうことが指摘されてどういう批判がされるのか。

何となく風評被害的な印象を外にいると感じます。 

 

⑭ いま官側が入札とか事業者の選定にきっちりとしたシステムを作り始めています。公

募制が非常に増えていて、審査委員会をちゃんと設けて審査をしています。これは本省

だけではなくて地方の支分部局でも増えています。そのシステムは意外と表で見ている

のと裏で見ているのとは違うのですね。中にはいるとこういう風に動いているのかとい

うことがたぶん民間にとっては非常に驚きです。癒着というわけではありませんがシス

テムを分かっている人が応募しますと、入札は別ですが、例えば公募になりますとある

要件を満たさなければなりません。そういう業務を例えば民間の方がなかに入られて、
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横のグループがやられていることを見ているだけで、官はこういうやり方で仕事を民に

発注しているんだなということが分かります。私も公募の選考委員をやったときにこう

いうことなのかなあと、こういうのはある意味ではメリットなのかもしれませんね。自

分たちがある仕事を受注するときの…それがやっぱりある意味送り込んだことによって

そういうやり方を知るということが官民癒着の一つの形態だとするとですね、それはそ

れで批判される可能性もあるのでその辺りをどう考えるかということはありますね。特

にPFIなどはものすごく難しい局面に来ているわけですけれどもPFIの一般に周知されて

いるものと、中でされていることとはずいぶん違うという話です。そういうものを理解

している社員がいるといないとではずいぶん違うのではないかと思います。 

 

⑮ 官民癒着を制度的にきちっと線を引いて、これが大丈夫だというかたちでいえるかど

うか、そうしますと…その批判は当たらないよということがいえるのではないかと思い

ます。批判を恐れて全部だめだというのでは、なかなか話が進まないということですね。

利益相反的にいうと一つは専門家の世界ではある意味専門家の利益としてそこはコント

ロールされています。たぶん特許もそうですし税理士もそうですし、裁判官が検事にな

る。そこのところを制度的に整理できるのかどうか。これも一つの提案になると思いま

す。この癒着の批判があるということでずっと躊躇するということでは先に進まないか

なと思います。 

 

⑯ どんなところを民に変えてもらいたいのか、ある局に民間人が１人２人行ったところ

で変わるのか、そういうところも含めてやっていただくのが必要なのかなあと思います。

それは官側の責任ではないかと…何を変えてほしいのか、どのくらいの人数が来れば官

側の慣行なりやり方が変わるのか、そのへんをしっかり検証していただいて提示してい

ただかないとなかなか難しいのではないのでしょうか。 

 

⑰ テーマをある程度絞り込んで官民交流をやっていかないといけないという話ですが、

地方自治体は、官民交流という名前はついていませんが、マネジメント研修といって実

際に職員を民間企業に２年間くらい送り込み、管理、効率性のある生産性のある仕事の

仕方をどうしたら学べるかということをやっているところも結構多いのですね。 

  官民交流の定義が見えてきたのかなと、テーマをきちんと絞り込んで、何をやる必要

があるのかということを整理する必要がある。プロジェクトとかルーティンとかという

話があったがやはり全部がある種テーマです。テーマ性の設定をきちっとしなければい

けないのです。マネジメントを学びたいのであればマネジメントに対する交流をしたい

からそれに関して情報のマッチングが出来るようにします。そしてそれに対して興味が

あるところ、受け入れてくれるところを募っていくしかないと思うのです。そこの部分

で仕掛けというか仕組みをどういう風にするかということは相当問題が出てくると思う
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のですが、やはり一番肝心なのは、広報が足らないのです。官民交流とは何なんだと、

具体的に官民交流といっても非常にあやふや、官の常識、民の非常識という部分が多分

にありますがそのへんを理解させようという努力をしていらっしゃらない。それは官民

ともお互い様だと思います。民から見れば官のやっている業務が分からない部分も多分

にありますし、官から見れば当たり前のこととしてやっていたことが民に行けば違うん

だということが出てくるはずです。それをまずお互いが知るということがルーティン業

務とかの効率性をよくしていくと思います。 

 

⑱ 民側も少し考えなくてはいけません。民間企業の人の話を聞きますと、官民交流の土

俵に乗らないのです。日本国の利益のために民間が働くという意識が民間側にないと民

間企業の文化の中に持っていないと官民交流の土俵自体に上がってこないのです。…CSR

に取り組んだというのは会社のPRになるが官民交流に取り組んだというのは会社のPRに

ならないのです。官民癒着だと批判されるのではないかという意識を持っている。基本

的に同じことをやっているのではないかと思いますのでその辺りがなんとかならないか

なという気はします。これは民側の意識の問題だと思いますが。 
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